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弘

前

藩

士

の

婚

姻

に

つ
い

て

は
じ
め
に

弘
前
藩
に
於
い
て
法
制
面
の
整
備
が
見
ら
れ
た
の
は
'
藩
政
確
立
期
の
四
代
藩
主

津
軽
信
枚
の
時
代
で
あ

っ
た
｡

l-
)

婚
姻
法
に
つ
い
て
は
記
録
が
き
わ
め
て
乏
し
い
が
'
相
続
法
と
同
様
に
そ
の
ア

ウ
ト
ラ
イ
ン
が
で
き
た
の
は
､
信
政
の
時
代
と
思
わ
れ
る
｡

藩
士
の
婚
姻
は
､
成
立
す
る
時
で
あ
れ
離
縁
で
あ
れ
､
藩
の
許
可
が
必
要
だ

っ
た

〔r･11)

一-
)

の
で
'
｢弘
前
藩
庁
日
記
｣
や

｢御
同
格
｣
等
に
記
録
さ
れ
て
は
い
る
｡
し
か
し
､
こ

れ
ら
の
史
料
に
は
断
庁
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
､
そ
の
実
態
を
究
明
す
る

こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
本
稿
で
は
､
大
雑
把
な
概
要
と
い
う
意
咲

で
逆
へ
る
こ
と
に
し
た
い
｡

一

婚
姻
の
成
立

仙

縁
組
の
規
定

(I
)

弘
前
藩
士
の
婚
姻

(普
通
は
縁
組

と
称
し
て
い
た
)
に
関
す
る
規
定
は
'
寛
文

元
年
六
月
二
十

1
日
の

｢諸
法
度
｣
十

1
ヵ
条
中
の
第
八
条
が
現
存
す
る
最
も
古

い

黒

瀧

十
二
郎

も
の
で
あ
る
｡
即
ち
t

l
t
嫁
努
之
俵
'
近
年
甚
花
麗
に
を
よ
ふ
､
自
今
以
後
諸
道
具
以
下
分
二
通
た

LLr))

る
類
'
不
致
結
構
可
用
倹
約
事
､

こ
れ
は
最
近
縁
組
が
賛
沢
に
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
､

一
層
の
倹
約
を
せ
よ
､
と

い
う
も
の
で
あ
る
｡

翌
二
年
の

｢家
訓
条
々
｣
十
七
ヵ
条
中
の
第
十
五
条
に
左
の
よ
う
に
見
え
る
｡
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I

i
'
縁
辺
之
儀
私
を
以
不
レ
可
レ
完
C
尤
嫁
姿
之
規
式
美
々
敷
不
可
致
事
.

右
に
よ
れ
ば
'
藩
士
の
縁
組
は
藩
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
'
幕
府
演

=
∴

｢私
不
ー
町
し
締
二
婚
姻
一事
｣
｢
国
主

城
主
'
壱
万
石
以
上
井
近
習
'
物
頭
者
､
私

Tlこ

不
し
可
レ
結

姻
一事
｣
が
背
景
に
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
れ
は
八
戸

Jr-
I

藩
や
隣
藩
の
盛
岡
藩
で
も
同
様
で
あ

っ
た
｡

弘
前
藩
の
具
体
的
な
縁
組
に
つ
い
て
の
規
定
に
は
､
寛
文
五
年
十

一
月
二
十
九
日

Jpy,

に
出
さ
れ
た

｢縁
組
之
覚
｣
が
あ
る
｡

一
'
御
手
廻
中
縁
組
之
俵
､
双
方
可
得
御
意
事
'

1
､
御
本
参
縁
組
之
儀
可
得
御
意
事
'
但
御
本
参
末
之
娘

･
養
子
娘
之
類
'
節

地
士
LJJ縁
組
之
儀
者
不
得
御
者
(候
)事
'

二

御
手
廻

･
御
本
参
妻
相
果
'
再
三
之
縁
組
之
俵
者
不
得
御
意
候
'
但
大
身



衆

･
物
頭

･
(物
)奉
行
者
'
錐
為
再
三
縁
組
之
儀
可
得
御
意
(候
)事
'

一
'
名
跡
等
養
子
之
儀
'
如
御
法
令
吟
味
可
得
御
意
(候
)事
'

二

双
方
新
知
之
縁
組
者
不
得
御
意
(候
)
'
但
奉
行
所
=
可
達
事
'

右
之
通
得
御
意
相
究
者
也
'

寛
文
五
年
霜
月
廿
九
日

右
に
よ
れ
ば
'
御
手
廻
組
ク
ラ
ス
の
御
目
見
以
上
の
藩
士
に
対
し
て
は
'
縁
組
に

際
し
藩
主
の
承
認
を
得
る
こ
と
の
原
則
が
示
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
に

対
し
'
新
し
-
知
行
を
得
た
者

(御
目
見
以
上
か
以
下
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
)
は

藩
主
の
承
認
を
必
要
と
せ
ず
'
奉
行
所

へ
届
出
る
こ
と
で
許
可
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
れ
は
'
ま
さ
に
藩
政
確
立
期
の
所
産
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡

寛
文
五
年
の

｢
縁
組
之
覚
｣
(寛
文
五
年
の

｢
日
記
｣
が
現
存
し
な
い
)
と
同
じ

･;
,

も
の
と
思
わ
れ
る
の
が
'
｢御
用
格
｣

に
寛
政
六
年
間
十

一
月
二
十
九
日
の
日
付
で

記
載
さ
れ
て
い
る

(同
年
月
日
の

｢
日
記
｣
に
は
見
え
な
い
)
｡

か
-
て
史
料
的
価
値
の
高
い
両
史
料
の
存
在
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
'
両
者

の
関
係
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
と
し
て
も
'
後
者
は
弘
前
藩
の
寛
政
改
革

(天
明

四
年
～
文
政
八
年
)
の

一
環
と
し
て
'
藩
士
階
級
の
秩
序
維
持
を
再
確
認
す
る
意
味

で
示
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

tE
)

次
に

｢弘
前
藩
政
事
典
刑
誌
草
稿
｣
第
二
冊

(年
代
不
明
)
に
よ
れ
ば
'
縁
組

に
つ
い
て
左
の
よ
う
に
見
え
る
｡

婚
姻

二

役
柄
大
寄
合
以
上
ヨ
リ
書
院
番
以
上
エ

ー二一
'
役
柄
長
袴
着
用
以
上
ヨ
リ
表
書
院
番
以
上
エ

(て
て)

1
'
役
柄
慰
斗
目
着
用
以
上
ヨ
リ
中
小

性

以
上
エ

一
'
役
柄
月
並
出
仕
以
上
ヨ
リ
目
見
以
上
工

但
'
役
柄
書
院
番
以
上
ハ
'
親
子
目
見
以
上
工
禄
ノ
高
下
二
不
拘
許
之
'

総
与
力

ハ
表
書
院
番

マ
テ
禄
相
当

ハ
許
之
'
徒
ノ
者
準
之
'

一
'
縁
組
願
ノ
儀

ハ
撃
方
ー
モ
頼
ノ
人
ヲ
以
テ
書
付
差
出
候
事
'
尤
慰
斗
目
着

用
以
下
ノ
者

ハ
慰
斗
目
着
用
以
上
ノ
者
相
頼
候
儀
不
相
成
事
'

'J;二

官
医
縁
組

ハ
町
医
工
相
済
候
事
'

二

役
柄
目
見
以
上
ノ
者
ヨ
リ
目
見
以
下
ノ
者
'
井
郷
村
市
井
社
人
修
験
町
医

凡
而
不
釣
合
ノ
者
陪
臣

ハ
縁
組
不
相
成
事
'

完畑

)

但
'
陪
臣
家

柄

普

代
ノ
者
'
役
柄
目
見
以
上
エ
ハ
格
別
ノ
事
'

以
上
'
給
禄
有
之
者
ノ
例
ナ
リ
'
庶
人
ハ
年
々
八
月
人
別
改
ノ
節
書
出
候
事
'

(各
箇
条
の
番
号
及
び
傍
註
筆
者
)

こ
れ
は
年
代
を
確
定
で
き
な
い
が
'
江
戸
時
代
に
於
け
る
藩
士
の
縁
組
が
成
立
す

る
基
準
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
｡
右
の
規
定
の
大
略
は
次
の

(13
)

過
-
で
あ
る
｡

①
大
寄
合

(四
段
)
以
上
よ
り
書
院
番
=
御
手
廻

(七
段
)
以
上

へ
｡

②
長
袴
着
用
-

長
柄
奉
行

(五
段
)
以
上
よ
-
表
書
院
番
-
御
馬
廻

(八
段
)
以

上

へ
｡

③
慰
斗
目
着
用
-
御
馬
廻
番
頭

(七
段
)
以
上
よ
-
中
小
姓

(九
段
)
以
上

へ
｡

④
月
並
出
仕

(九
段
)
以
上
よ
り
目
見

(十
段
)
以
上

へ
｡

⑤
縁
組
は
階
層
的
に
釣
り
合
う
者
同
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
縁
組
願
も
縁
組
す

る
者
と
相
応
の
人
を
介
し
て
両
方
か
ら
提
出
す
る
こ
と
｡

以
上
述
べ
た
縁
組
の
規
定
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
た
か
'
次
に

そ
の
実
態
を
さ
ぐ

つ
て
み
た
い
｡
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脚

縁
組
の
実
態

第

一
に
婚
姻
が
で
き
る
年
齢
に
関
し
て
は
､
幕
府
法
で
は
何
ら
規
定
は
な
-
､
許

嫁
は
幼
若
の
男
女
間
で
さ

へ
許
さ
れ
て
お
り
､
縁
組
輝
は
幼
年
で
も
出
す
こ
と
が
で

き
た
｡
し
た
が

っ
て
'
実
際
の
婚
姻
は
縁
組
の
許
可
を
受
け
て
か
ら
充
分
長

い
年
月

〓
､

を
経
て
行
わ
れ
た
例
も
あ
る
｡

弘
前
藩
の
場
合
は
'
初
縁
の

一
二

一例
を
上
げ
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
｡

｢
日
記
｣
元
禄
六
年
九
月
三
日
の
条
､

二

去
五
日
奉
願
候
縁
組
へ
江
戸
江
相
伺
左
之
通
申
渡
之
､

初
縁

同

神
源
大
夫

年
十
歳

六
番
目
娘

杉
山
勘
右
衛
門
支
配
組

嘉
右
衛
門
嫡
子

横
山
伝
之
介
方
汀

右
願
之
通
被
仰
付
之
旨
於
会
所
申
渡
之
'

右
に
よ
れ
ば
'
源
大
夫
と
嘉
右
衛
門
の
階
層

(役
職
)
は
不
明
で
'
伝
之
介
の
年
齢

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
'
源
大
夫
の
娘
は
わ
ず
か
に
十
歳
で
あ
る
｡
二
人
の
実
際
の
婚

姻
は
'
こ
の
縁
組
願
が
許
可
さ
れ
た
か
な
-
後
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
｡

｢
日
記
｣
元
禄
六
年
二
月
七
日
の
条
'

縁
組
願

瀧
川
藤
九
郎

年
十
三

三
番
目
娘

年
十
九

堀
五
郎
左
衛
門
方

右
縁
組
願
之
通
被
仰
付
之
旨
'
於
芙
蓉
之
間

(家老

津
軽
敬
負)

伝
左
衛
門

･
藤
九
郎

江
取
負

被

申

渡
之
､
(下
略
)

(傍
註
筆
者
)

藤
九
郎
と
伝
左
衛
門
の
こ
の
時
期
に
於
け
る
階
層

(役
職
)
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
､

(｢
日
記
｣
元
禄
六
年
正
月
の
冒
頭
に
藤
九
郎
は
青
森
在
番
目
付

｢
日
記
｣
同
年
二
月
の

冒
頭
に
伝
左
衛
門
は
江
戸
御
用
と
見
え
る
が
)
五
郎
左
衛
門
は
十
九
歳
で
､
藤
九
郎
の

娘
は
十
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

｢
日
記
｣
元
禄
十
二
年
二
月
十
七
日
の
条
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

二

今
日
被
仰
出
候
覚
'

(中
略
)

一
'
縁
組
願
之
書
付
､
双
方
之
年
付
に
不
及
事
'

(中
略
)

右
之
通
被
仰
付
候
二
付
､
大
帳
二
書
添
置
之
'

右
の
こ
と
か
ら
､
元
禄
十
二
年
に
至
-
縁
組
願
を
出
す
際
に
は
､
年
齢
を
必
ず
し
も

記
載
し
な
-
て
も
よ
-
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
'
幕
府
法
に
準
じ
て
い
た
と
い
え
よ
う
｡

第
二
に
縁
組
が
行
わ
れ
る
際
の
両
家
の
階
層

(役
職
)
に
つ
い
て
述
べ
る
｡

幕
府
法
に
於
い
て
は
､
縁
組
を
願
い
出
る
べ
き
男
女
は
､
そ
の
家
柄
身
分
に
あ
ま
-

懸
隔
が
な
い
こ
と
を
必
要
と
し
た
が
'
こ
の
制
限
に
関
す
る
確
定
の
法
例
は
存
在
し
な

か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
疑
問
の
場
合
に
は
'
関
係
者
か
ら
内
藤
何
を
も

っ
て
裁
決
を
仰

(ー5
一

ぎ
､
し
か
る
後
に
正
式
の
願
書
を
差
し
出
す
順
序
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

弘
前
藩
で
は
次
に
示
す
具
体
例
に
よ

っ
て
､
そ
の
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｢御
用
格
｣

(寛
政
本
)
<
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
>
第
六

御
家
中
縁
組
之
部
に
よ

れ
ば
次
の
通
-
で
あ
る
｡

1 1 5



(16
)

①
階
層
が
対
等
の
場
合

-

-
○
勘
定
小
頭

(十
段
)
工
藤
源
八
の
娘
が
'
勘

定
人

(十
段
)
奈
良
万
蔵
方

へ
の
縁
組
は
願
の
通
り

(天
明
五
年
三
月

一
日
の
条
)
｡

○
御
徒
目
付

(十
段
)
乳
井
門
之
丞
の
娘
が
'
御
徒
目
付
鹿
内
理
左
衛
門
の
悼
方

へ

(天
明
五
年
六
月

一
日
の
条
)
｡

こ
れ
は
役
職
の
釣
合
い
が
と
れ
'
縁
組
願
の
許
可
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

②
役
職
の
懸
隔
が
小
さ
い
場
合

-

○
御
馬
廻

(八
段
)
八
木
橋
勘
右
衛
門
の

娘
が
､
御
留
守
居
支
配

(十
段
)
布
川
文
司
方

へ

(宝
暦
十
二
年
五
月
十
五
日
の

条
)
｡
○
御
馬
廻

一
戸
助
太
郎
の
娘
が
'
御
徒

(十
段
)
三
上
平
内
方

へ
の
縁
組
願

は
不
許
可

(寛
政
四
年
三
月
二
十
四
日
の
条
)
｡

右
の
二
例
は
'
役
職
八
段
と
十
段
の
家
の
縁
組
で
'
前
者
は

｢弘
前
藩
政
事
典
刑

誌
草
稿
｣
の
婚
姻
第
四
条
の
適
用
で
許
可
さ
れ
'
後
者
が
不
許
可
と
な
っ
て
い
る
｡

そ
の
理
由
は

｢御
用
格
｣
の
記
事
が
簡
略
な
た
め
不
明
で
あ
る
｡

○
御
家
老
与
力

(十
段
)
高
松
太
四
郎
の
娘
が
'
御
馬
廻

(八
段
)
五
十
嵐
忠
右

衛
門
の
悼
兵
太
郎
方

へ

(安
永
五
年
七
月

一
日
の
条
)
｡

○
御
手
廻

(七
段
)
奥
瀬

武
大
夫
の
娘
が
'
御
徒
目
付

(十
段
)
永
野
多
門
方

へ

(寛
政
元
年
七
月

一
日
の

条
)｡

○
勘
定
小
頭
格
郡
所
小
頭

(十
段
)
千
田
兼
蔵
の
娘
が
'
御
手
廻

(七
段
)

毛
内
藤
左
衛
門
方

へ
の
縁
組
願
は
不
許
可

(寛
政
七
年
二
月
十
二
日
の
条
)
｡

右
の
三
例
中
'
後
の
二
例
は
役
職
が
七
段
と
十
段
の
家
と
の
縁
組
願
で
'
役
職
の

懸
隔
が
小
さ
く
'
許
可
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
'
千
田
家
は

｢俵
子
弐
拾

俵
弐
人
扶
持
外
拾
五
俵
壱
人
扶
持
｣
'
毛
内
家
は

｢高
百
石
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
の

で
'
給
禄
の
差
が
大
き
い
た
め
に
不
許
可
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

③
役
職
の
懸
隔
が
大
き
い
場
合

-

○
御
家
老

(
一
段
)
津
軽
主
水
の
娘
が
'

御
手
廻

(七
段
)
山
田
剛
太
郎
方

へ

(寛
政
二
年
四
月

一
日
の
条
)
｡
○
御
家
老
津

軽
主
水
の
娘
が
'
御
小
姓
組

(七
段
)
山
本
武
五
郎
方

へ

(寛
政
四
年
正
目
十
五
日

の

条

)
｡

こ
の
縁
組
は

一
段
と
七
段
で
役
職
の
差
は
大
き
い
が
'
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

④
社
家
と
武
家
の
場
合

-

○
御
留
守
居
組

(九
段
)
神
長
太
郎
の
娘
が
'
斎

ド

藤
長
門
悼
方

へ

(寛
政
四
年
五
月
朔
日
の
条
)｡

｢弘
前
藩
政
事
典
刑
誌
草
稿
｣
の
婚
姻
第
七
条
に
よ
れ
ば
'
右
の
場
合
は
許
可
さ

れ
な
い
こ
と
に
な
る
｡
｢
日
記
｣
寛
政
四
年
二
月
二
十
二
日
の
条
に
次
の
よ
う
に
見

え
る

｡

(上
略
)

一
'
縁
組
之
儀
'
右
養
子
同
様
町
在
井
御
目
見
以
上
よ
り
以
下
江
者
難
被
仰
付

候
'
社
人

･
修
験

･
医
者
勿
論
'
凡
而
不
釣
合
之
儀
願
申
出
間
敷
候
'
(下
略
)

こ
の
規
定
は
'
こ
れ
ま
で
と
同
じ
で
特
に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
｡
寛
政
四
年
に

示
さ
れ
た
の
は
'
弘
前
藩
の
寛
政
改
革
に
於
け
る
身
分
秩
序
維
持
の
た
め
で
あ
っ
た
｡

か
-
て
'
社
家
と
武
家
と
の
縁
組
願
は
許
可
さ
れ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
が
'
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
許
可
さ
れ
た
の
は
'
斎
藤
家
が
神
主
を
つ
と
め
る
弘
前
神
明
宮
は
'

卜

領
内
神
明
宮
の
筆
頭
の
地
位
に
あ
る
た
め
に
'
特
別
に
認
め
ら
れ
も
の
と
考
え
ら

れ
る
｡

以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
'
縁
組
願
は
両
家
の
役
職
が
対
等
か
又
は
懸
隔
が
小
さ
-
'

給
禄
も
相
応
の
場
合
に
許
可
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
は

藩
体
制
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

第
三
は
他
藩
の
者
と
の
婚
姻
で
あ
る
｡

｢
日
記
｣
享
保
二
十

一
年
三
月
二
十
七
日
の
条
に
'
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
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三
円森

米町
宮
川
由
左
衛

門
娘
'
南
部
領
縁
組
願
申
出
候
得
共
､
他
領
淫
退
候

[Lr盲
束

老腫方
作
√.心
L.)

儀

'

作右衛門
丁-､迂
之
､
難
成
候
無
用
二
可
申
付
候
由
申
達
之
､

(傍
註
筆
者
)

右
に
よ
れ
ば
､
青
森
米
町
宮
川
由
左
南
門
の
娘
と
盛
岡
藩

(南
部
藩
)
の
者
と
の
縁

組
願
は
不
許
可
に
な

っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
弘
前
薄
成
立
以
降
の
南
部
藩
と
の
対
立
不

[卜
)

和
の
関
係
が
大
き
-
影
響
し
て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢
日
記
｣
天
保
三
年
凹
月

1
日
の
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
.

一
'
戸
田
活
左
衛
門
申
出
候
､
大
組
警
固
早
川
儀
助
娘
さ
と
､
松
前
家
中
手
塚

苗
蔵
方
汀
養
女

二
差
遣
度
､
尤
先
祖
由
緒
有
之
候

二
付
被
仰
付
度
儀
'
願
之
通

申
付
候
間
､
可
被
申
付
旨
中
道
之
'

∴

.

こ
れ
は
'
大
組
警
固

(第
十

一
段
｡
御
目
見
以

下

)

早
川
儀
助

の
娘
を
松
前
藩
士

手
塚
苗
蔵
方

へ
養
女
に
派
遣
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
養
女
に
な
る

こ
と
は
'
そ
の
後
の
婚
姻
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

右
の
二
例
か
ら
'
前
者
は
他
藩

へ
の
嫁
入
-
が
許
可
さ
れ
ず
'
後
者
は
婚
姻
を
前

提
に
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
が
'
他
藩

へ
の
養
女
が
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

し
た
が

っ
て
'
右
の
二
例
だ
け
か
ら
で
は
断
定
は
で
き
な
い
が
､
他
藩
の
者
と
の
婚

姻
は
事
情
に
よ

っ
て
は
許
可
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

か
-
て
弘
前
藩
で
は
'
原
則
と
し
て
他
藩
か
ら
の
養
子
を
認
め
て
い
な
か

っ
た
の

(c1
)

で
あ
る
か
ら
､
他
藩

の
者
と

の
婚
姻
も
､
原
則
と
し
て
は
認
め
な
か

っ
た
の
で
は

な

い
か
と
推
定
し
た
い
｡

最
後
に
異
な
る
身
分
問
の
婚
姻
に
つ
い
て
述
べ
る
｡
幕
府
法
で
は
'
武
士
の
間
で

も
身
分
に
大
差
あ
る
者
の
間
の
婚
姻
は
禁
止
さ
れ
る
が
､
下
級
武
士
と
庶
民
の
娘
と

の
婚
姻
は
必
ず
し
も
禁
止
さ
れ
な

い
｡
し
か
し
'
許
可
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
'

こ
れ
ら
の
場
合
に
は
､
縁
組
願
を
出
す
前
に
'
あ
ら
か
じ
め
頭
支
配
に
対
し
て
内
慮

∴
｣

何
を
出
し
て
許
否
を
確
か
め
て
お
-
の
が
穏
当
で
あ

っ
た
｡

弘
前
薄
に
於

い
て
は
､
｢
日
記
｣
寛
政
五
年
十
月

一
日
の
条
に
'
左

の
よ
う
に
見

え
る
｡一

'
今
日
御
目
付
触
左
之
通
､

覚

御
家
中
縁
組
之
儀
制
定
茂
有
之
候
処
､
在
宅
之
面
々
所
縁
有
之
族
'
以
来
百

姓
縁
談
之
儀
願
之
上
可
被
仰
付
候
'
此
旨
当
番
通
用
可
被
申
触
候
'
以
上
'

十
月

御
目
付
中

∴'∵

こ
れ
は
同
年
九
月
に
出
さ
れ
た
藩
士
土
着
令

に
も
と
づ
き
'
農
民
と
の
縁
組
を

願
の
上
許
可
す
る
方
針
が
う
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
藩
士
土
着
政
策
は
寛

l∴
l

政
十
年
失
敗
に
帰
し
､
藩
士
は
農
村
か
ら
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
り
'
旧
来
通
り

弘
前
城
下
に
居
住
す
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

｢
日
記
｣
寛
政
十
二
年
十

l
月
七
日
の
条
に
､
次
の
よ
う
に
あ
る
.

一
'
今
日
御
目
付
触
左
之
通
､

覚

ま
々
年
在

宅
御
引
上
披
仰
付
候
節
'
百
姓
縁
談
拝
釣
合
之
者
縁
組
不
被
仰
付

候
之
旨
御
触
被
仰
付
候
処
､
在
宅
之
節
夕
取
究
置
候
趣
に
両
､
今
以
右
頗
申

出
候
族
も
有
之
候
得
共
'
以
来
右
之
儀
も
御
取
上
不
被
仰
付
候
､
此
旨
可
被

申
触
候
'
以
上
'

十

一
月

御
目
付
中
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右
に
よ

っ
て
'
藩
士
と
農
民
と
の
縁
組
は
禁
止
さ
れ
元
に
復
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
が
'
在
宅
時
に
於
け
る
農
民
と
の
関
わ
り
か
ら
'
た
だ
ち
に
徹
底
し
難
か

っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
よ
う
｡

｢
日
記
｣
安
政
三
年
十

一
月
十
五
日
の
条
に
よ
れ
ば
'
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
｡

二

福
嶋
千
之
助
回
船
水
鉄
蔵
申
出
'
別
紙
御
渡
書
付
吟
味
之
処
'
福
嶋
千
之

助
儀
於
十
川
村
田
屋
所
御
座
候
処
'
百
姓
覚
十
郎
儀
'
家
内
不
足

二
而
耕
作

手
配
行
届
兼
候
間
､
同
村
江
家
作
取
建
(
大
伯
父
周
次
郎
住
居
之
上
耕
作
手

配
任
せ
'
尤
独
身

二
付
御
留
守
居
支
配
船
水
鉄
蔵
呼
取
女
縁
談
相
究
度
旨
申

出

二
付
'
住
居
差
障
有
無
之
儀
郡
奉
行
江
申
遣
候
処
へ
別
而
差
障
無
之
旨
村
役

育
別
紙
之
通
申
出
候
二
付
'
人
別
調
役
江
吟
味
申
付
候
処
'
人
別
帳
江
引
合
せ
候

旨
申
出
候
間
'
縁
談
之
儀
共
願
之
通
可
被
仰
付
哉
之
儀
'
町
奉
行

･
勘
定
秦

行
q
)申
出
之
通
申
付
之
'

右
に
よ
れ
ば
'
幕
末
の
安
政
三
年
に
御
留
守
居
支
配
船
水
鉄
蔵
の
呼
取
の
女
-

即
ち
彼
女
は
'
船
水
の
娘
と
し
て
農
民
の
覚
十
郎
と
の
縁
組
願
が
認
め
ら
れ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
｡

こ
れ
は
下
級
の
藩
士
の
例
で
あ
る
｡

藩
士
土
着
制
が
廃
止
さ
れ
'
農
民
か
ら
の
養
子
は
禁
止
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

そ
の
後
に
農
民
か
ら
の
養
子
を
許
可
し
て
い
る
と
い
う
混
乱
が
み
ら
れ
'
ま
た
町
人

(26
)

か
ら
の
養
子
禁
止
も
徹
底
化
さ
れ
ず
幕
末
ま
で
後
を
絶
た
な
か

っ
た
｡
藩
士
と
農

民
の
婚
姻
は
'
右
の
こ
と
と
連
動
し
て
認
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
｡

∫
.

か
-
て
'
藩
士
の
婚
姻
は
相
続
の
実
態

と
同
様
に
身
分
制
度
を
次
第
に
つ
き
崩

し
'
弘
前
藩
に
於

い
て
成
立
し
た
封
建
社
会
を
崩
壊
に
導
-
要
因
の

一
つ
に
な

っ
た

と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

二

離
縁
と
再
縁

仰

離
縁

(離
婚
)

幕
府
法
で
は
離
縁
の
際
に
'
夫
家
と
妻
の
実
家
と
の
両
家
よ
-
各
別
に
撃
方
熟
談

の
上
'
離
縁
す
る
旨
の
届
書
を
幕
府
に
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
｡
即
ち
'

夫
の

一
方
的
意
志
に
よ
る
離
縁
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
離
縁
届
に
よ

っ
て

婚
姻
は
解
消
し
'
再
婚
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
-
'
離
縁
状
の
ご
と
き
も
の
は
不
要

(28
)

で
あ

っ
た
｡

弘
前
藩
に
於

い
て
は
'
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
四
種
類
で
あ
る
｡

①
夫
が
死
亡
し
た
場
合
1

｢御
用
格
｣

(寛
政
本
)
第
六

年
若

二
付
里
方
江
引

取
之
部
､
安
永
五
年
八
月
十
日
の
条
に
'
次
の
よ
う
に
見
え
る
｡

1
､
田
中
宗
右
衛
門
娘
'
千
葉
相
良
件
民
弥
方
江
嫁
申
候
所
'
民
弥
病
死
二
付
相
良

Lj申
合
'
私
方
江
引
取
申
度
'
伺
之
通
被
仰
付
之
'

｢
日
記
｣
享
和
元
年
二
月
二
十
四
日
の
条
に
は
左
の
よ
う
に
あ
る
｡

二

足
立
又
右
衛
門
申
出
候
'
添
田
常
三
郎
親
有
方
儀
病
死
之
処
'
同
人
妻
津
軽

頼
母
娘
御
座
候
処
末
年
若
御
座
候
間
'
双
方
申
合
之
上
頼
母
方
Lj引
取
申
度
旨
同

人
倉
申
来
候
段
願
申
出
之
'
伺
之
通
被
仰
付
候
'

右
の
二
例
に
よ
れ
ば
'
前
者
は
千
葉
民
弥
が
病
死
し
た
こ
と
に
よ
-
年
の
若
い
嫁
は

実
家

へ
引
き
取
ら
れ
た
｡
後
者
は
添
田
有
方
が
病
死
し
た
が
'
妻
は
ま
だ
年
も
若
-
再

縁
の
機
会
も
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
'
実
家

へ
引
き
取
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は

夫
が
死
亡
し
た
た
め
'
両
家
の
相
談
に
よ
っ
て
願
い
が
出
さ
れ
'
離
縁
が
成
立
し
た
の

で
あ

っ
た
｡
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②
夫
が
追
放
と
な
っ
た
場
合
I
l

｢御
用
格
｣
諾

讐

軍
曹
六
の

l
､
年
若
二
付
里

(29
)

方
汀
引
取
離
縁
共
､
文
化
八
年
六
月
七
日
の
条
に
よ
れ
ば
､
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
｡1

､
小
笠
原
其
母
申
出
候
'
箪
佐
藤
弁
之
進
儀
昨
晩
御
給
分
被
召
上
追
放
被
仰

付
'
右

二
付
娘
儀
昨
夜
私
方
汀
引
取
候
旨
承
届
'

右
に
よ
れ
ば
､
佐
藤
弁
之
進
が
御
給
分
を
召
上
げ
ら
れ
追
放
と
な
っ
た
の
で
､
年
齢

の
若
い
妻

(小
笠
原
其
母
の
娘
)
は
実
家

へ
引
き
取
ら
れ
て
離
縁
と
な
っ
た
｡
但
し
､

右
の
史
料
か
ら
だ
け
で
は
'
犯
罪
内
容
及
び
縁
坐
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
全
-
不
明
で

あ
る
｡

③
美
が
出
奔
し
た
場
合
1
-

｢御
用
格
｣
諾

他
臥
鞘
巻
六

養
子
､
天
保
二
年
六
月

({S)

二
十
四
日
の
条

に
左
の
よ
う
に
見
え
る
｡

一
､
菊
池
玄
宅
申
出
候
､
松
田
伝
左
衛
門
妻
妹
之
処
､
伝
左
衛
門
出
奔
､
妹
儀
午

若

二
付
引
取
申
度
､
同
人
悼
左
市
俵
者
､
病
身
為
養
育
養
子
仕
度
儀
顧
之
通
､

右
の
史
料
に
よ

っ
て
､
菊
池
玄
宅
の
妹
が
松
田
伝
左
衛
門
の
妻
で
あ

っ
た
が
､
夫

の
松
田
が
出
奔
し
て
行
方
不
明
な
の
で
､
菊
池
が
妹
を
松
田
家
よ
り
引
き
取
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
両
家
の
相
談
に
よ
る
願
い
出
が
あ

っ
た
か
ら
と
思
わ

れ
る
｡

④
娘
が
筆
を
迎
え
た
が
､
娘
の
不
行
跡
に
よ
る
場
合

-
｢御
用
格
｣
鐙

佃
臥
稗

(31
)

巻
六

年
若

二
付
里
方
.:引
取
附
離
縁
共
､
天
保
四
年
九
月
二
十
二
日
の
条

に
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

二

今
惣
次
郎
申
出
候
､
叔
父
木
村
弥
左
衛
門
儀
男
子
無
之
､
娘
方
江
御
留
守

居
支
配
木
村
東
弥
弟
新
助
儀
箪
養
子
先
年
願
之
通
被
仰
付
候
処
､
新
助
妻

常
々
不
行
跡

二
付
､
親
類
共
相
寄
度
々
加
異
見
候

へ
共
､
不
相
用
増
長

二
付
､

比
度
離
縁
致
せ
私
拝
親
類
共
久
離
之
旨
承
届
之
､

こ
れ
は
'
木
村
弥
左
衛
門
の
娘
が
､
御
留
守
居
支
配
木
村
東
弥
の
弟
新
助
を
箪
秦

子
に
迎
え
た
が
､
娘

(新
助
の
妻
)
の
不
行
跡
に
よ
り
､
箪
養
子
の
新
助
が
妻
を
離

縁
し
､
彼
は
妻
の
家
か
ら
出
た
の
で
あ
る
｡

(32
)

同
じ
よ
う
な
も
の
に
､
右
の

｢御
用
格
｣
天
保
六
年
四
月
十

一
日
の
条

に
見
え

る
､
奈
良
岡
十
之
丞
の
娘
と
知耳
養
子
の
十
左
衛
門

(菊
池
幸
八
の
二
男
)
の
場
合
､

(33
)

｢御
周
格
｣
天
保
十
四
年
四
月
十
二
日
の
条

の
､
笹
森
治
左
衛
門
の
娘
と
聾
養
千

重
吉

(中
畑
孫
作
の
弟
)
の
例
が
あ
る
｡

以
上
､
弘
前
藩
に
於
け
る
離
縁
の
実
態
を
考
察
し
が
､
こ
れ
は
夫
家
と
妻
の
実
衣

(又
は
妻
の
家
と
夫
の
実
家
)
と
の
間
の
熟
談
に
よ
-
､
願
い
を
藩

へ
提
出
し
て
許

可
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
離
縁
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
幕
府
法
に
準
拠

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
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榔

再
縁

幕
府
法
に
よ
れ
ば
､
離
縁
後
の
再
縁
に
つ
い
て
は
､
知耳
養
子
が
不
熟
の
故
を
以
て

妻
を
離
縁
し
た
場
合
に
､
事
情
に
よ

っ
て
は
男
女
共
他
と
再
縁
組
を
す
る
自
由
を
奪

わ
れ
が
､
普
通
の
夫
妻
間
に
離
縁
が
あ

っ
た
場
合
に
於
い
て
は
､
そ
の
原
因
如
何
を

問
わ
ず
夫
は
い
つ
で
も
再
縁
組
願
を
さ
し
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
､
離
縁
さ

れ
た
妻
は
､
離
縁
が
夫
婦
間
の
不
熟

(不
縁
)
に
も
と
づ
-
時
に
は
､
い
つ
で
も
再

縁
組
が
で
き
る
が
､
自
分
の
病
気
に
も
と
づ
-
時
に
は
､
離
縁
の
時
か
ら
少
な
-
と

(34
)

も
六
年
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
､
再
縁
は
許
さ
れ
な
い
｡

弘
前
藩
の
場
合
は
､
｢御
用
格
｣
(寛
政
本
)
第
六

縁
組
之
部
､
寛
政
四
年
閏
二

(虫
指
ノ一

月
二
十
九
日
の
条
に
､
御
家
老
与
力
の

｢寺
田
□

右
衛
門
｣
の
娘
が
御
馬
廻
木
村



金
蔵
方

へ
の
再
縁
願
が
許
可
と
な

っ
た
｡
同

｢御
用
格
｣
寛
政
四
年
四
月
二
十
二
冒

(瑞
)

の
条
に
は
､
表
医
者
佐
々
木
玄

端

の
伯
母
が
郷
士
船
水
武
石
衛
門
方

へ
の
再
縁
願
が

許
可
｡
同

｢御
用
格
｣
寛
政
四
年
六
月
十
七
日
の
条
に
よ
れ
ば
､
表
医
者
佐
々
木
玄

一瑞､
■

端

の
妹
が
､
町
医
武
田
正
庵
方

へ
の
再
縁
願
が
許
可
さ
れ
て
い
る
｡

右
の
三
例
に
つ
い
て
は
､
｢
日
記
｣
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
､
｢御
用
格
｣
の

簡
略
な
記
事
だ
け
か
ら
で
は
'
再
縁
の
経
緯
等
そ
の
間
の
事
情
が
明
ら
か
で
な
い
0

｢御
用
格
｣
天
保
七
年
十

一
月
二
十
四
日
の
条
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
｡

一
'
今
文
蔵
申
出
候
､
兄
藤
太
郎
方
江
小
鹿
勝
之
進
大
伯
母
後
妻
縁
談
相
究
度
､

双
方
再
縁

二
付
伺
之
通
､

但
､
藤
太
郎
儀
先
年
無
調
法
之
儀
御
座
候
而
隠
居
被
仰
付
候
'
其
後
医
道
稽

古
罷
有
候
処
年
輩
に
も
相
成
候

二
付
､
縁
組
之
上
迫
々
別
宅
仕
せ
度
儀
添
書

を
以
申
出
障
之
通
､

右
に
よ
れ
ば
､
今
藤
太
郎
が
先
年
に
無
調
法
が
あ

っ
て
､
刑
罰
と
し
て
の
隠
居
を

申
し

つ
け
ら
れ
た
｡
そ
の
間
､
彼
は
医
学
を
学
び
年
数
も
経
過
し
た
の
で
､
小
鹿
勝

之
進
の
大
伯
母
を
後
妻
に
迎
え
た
い
と

い
う
願

い
を
藩

へ
申
し
出
て
許
可
さ
れ
た
の

で
あ
る
｡

こ
れ
は
右

の
三
例
と
同
様
に

｢
日
記
｣
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
が
､
再
縁
願
が
許

可
さ
れ
た
事
情
が
或
る
程
度
知
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の

一
例
の
み
で

は
､
弘
前
藩
に
於
け
る
再
縁

の
実
態
は
不
明
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

の
は
､
藩
政
確
立
期
の
四
代
藩
主
津
軽
信
政
の
時
代
で
あ

っ
た
｡

婚
姻
は
両
家
の
役
職
が
対
等
か
又
は
懸
隔
が
小
さ
-
､
給
禄
も
相
応
の
場
合
に
許

可
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
他
藩
の
者
と
の
婚
姻
は
原
則
と
し

て
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
と
推
定
し
た
い
｡
異
な
る
身
分
間
に
於

い
て
は
'
寛
政
五
午

に
出
さ
れ
た
藩
士
土
着
令
に
よ
-
公
認
さ
れ
た
が
､
し
か
し
､
藩
士
土
着
制
度

の
実

施
が
失
敗
に
終
る
や
再
び
禁
止
さ
れ
た
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
禁
止
が
徹
底
さ
れ

ず
､
幕
末
に
至

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
異
な
る
身
分
間
の
婚
姻
は
､
相
続
制
度
の
実

態
と
同
様
に
身
分
制
度
を
次
第
に
つ
き
崩
し
､
弘
前
藩
に
於

い
て
成
立
し
た
封
建
社

会
を
崩
壊
に
導
-
要
因
の

一
つ
に
な

っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

離
縁
は
夫
家
と
妻
の
実
家
と
の
間

(又
は
妻
の
家
と
夫

の
実
家
)
の
熟
談
に
よ
-
､

そ
の
願

い
を
藩

へ
提
出
し
て
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
し
た
の
で
､
幕
府
法

に
準
拠
し
て
い
た
と

い
え
よ
う
｡

再
縁
に
つ
い
て
は
経
緯
が
判
明
す
る
具
体
例
に
乏
し
く
､
実
態
は
不
明
と

い
わ
ざ

る
を
得
な

い
｡

×

×

×

弘
前
藩
士
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
､
史
料
的
制
約
か
ら
以
上
述
べ
た
程
度
が
判
明
し
た

に
す
ぎ
な

い
｡
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お
わ
り
に

弘
前
藩
士
の
婚
姻

(縁
組
)
の
規
定
に
つ
い
て
､
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
で
き
た

註

(-
)

拙
稿

｢津
軽
藩
士

の
相
続

に
つ
い
て
の
考
察
｣

(『北
奥
地
域
史

の
研

究
』
<
長
谷
川
成

一
編

名
著
出
版

一
九
八
八
年
>
所
収
)

(2
)

弘
前
市
立
図
書
館
蔵
｡
｢
江
戸
日
記
｣
と

｢
国
日
記
｣

の
二
種
類
あ
る
が
､

本
稿
で
は
後
者
を
指
す
も

の
と
し
､
引
用
す
る
場
合
は

｢
日
記
｣
と
表
現
す

る
｡



(3
)

弘
前
市
立
図
書
館
蔵

(4
)

中
田

薫

『法
制
史
論
集
』
第

l
巻

(岩
波
書
店

一
九
二
六
年
)
四
六

八
頁

(5
)

国
立
史
料
館
編

『
津
軽
家
御
宝
書
』

(

東
京
大
学
出
版
会

一
九
八

一.
午
)

二
四
三
頁

(6
)

蝦
名
商

l

｢津
軽
信
政
時
代
に
お
け
る
法
令
の
整
備
｣
(｢弘
前
大
学
園
史

研
究
｣
第
二
十
三
号
)
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
｡

(7
)

『徳
川
禁
令
考
』
前
集
第

一

一
五
四
号

慶
長
二
十
年
七
月

｢武
家
諸

法
度
｣
第
八
条

(8
)

同
右

一
五
七
号

寛
永
十
二
年
六
月
二
十
二
日

｢武
家
諸
法
度
｣
第
八
条

(9
)

工
藤
祐
董

｢八
戸
港
武
士
家
族
法
｣
(｢弘
前
大
学
国
史
研
究
｣
第
六
十
六

号

)

(10
)

｢縁
組
前
髪
取
袖
留
御
宝
書
｣
(延
宝
五
年
二
月
十
八
日
)
<
弘
前
市
立

図
書
館
蔵
>
｡
尚
､
(

)
の
部
分
は

｢御
用
格
｣
(寛
政
本
)
<
弘
前
市
立

図
書
館
蔵
>
第
六

御
家
中
縁
組
之
部
に
見
え
る
史
料
で
補
っ
た
も
の
で
あ

る
｡

(11
)

註
(10
)参
照

(12
)

｢弘
前
図
書
館
郷
土
資
料
目
録
｣
第
二
巻
に
は
'
楠
美
旧
蔵
本
と
あ
る
の

で
楠
美
晩
翠
の
編
纂
か
と
推
定
さ
れ
る
｡
そ
う
だ
と
れ
ば
､
彼
の
生
没
年
か

ら
考
え
て
明
治
前
半
期
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡

(13
)

役
職
の
表
現
に
つ
い
て
は
'
工
藤
他
山

｢旧
藩
官
制

･
職
制
｣
(国
立
史

料
館
蔵
)
を
も
と
に
し
､
山
上
貢

『津
軽
の
武
士
2
』
(北
方
新
社

一
九

八
二
年
)

一
七

一.
～
一
七
五
頁
に
､
工
藤
他
山
の
石
書
を
も
と
に
作
成
し
た

津
軽
御
家
中
=
藩
士
役
職
集
成
が
見
え
'
そ
れ
を
も
参
照
し
た
｡

(14
)

註
(4
)
四
七
九
頁

(15
)

同
右

四
七
三
頁

(16
)

註
(13
)参
照
｡
そ
の
後
の
各
段
も
同
じ
｡

(17
)

代
々
長
門
を
襲
名
｡
弘
前
神
明
宮
神
主

(18
)

『青
森
県
百
科
事
典
』
(東
奥
日
報
社

一
九
八

一
年
)
四
六
八
頁

(19
)

松
方
冬
子

｢近
世
中

･
後
期
大
名
社
会
の
構
造
｣
(『武
家
屋
敷
』
<
山
川

出
版
社

1
九
九
四
年
>
所
収
)
註
(2
)
を
参
考
と
し
た
o

(20
)

註
(13
)参
照

(21
)

註

(-
)参
照

(22
)

石
井
良
助

『日
本
法
制
史
概
説
』
(創
文
社

一
九
四
八
年
)
五
八
四
頁

(23
)

瀧
本
書
史

｢寛
政
改
革
と
藩
士
土
着
政
策

(長
谷
川
成

一
編

『津
軽
藩
の

基
礎
的
研
究
』
<
国
書
刊
行
会

1
九
八
四
年
>
所
収
)
参
照

(24
)

｢御
用
格
｣
(寛
政
本
)
<
弘
前
市
立
図
書
館
蔵
>
第
六

御
家
中
縁
組

之
部

(25
)

註
(13
)
に
よ
れ
ば
､
十
段

(御
冒
見
以
上
)
か
十

一
段

(御
目
見
以
下
)

の
ど
ち
ら
か
明
ら
か
で
な
い
｡

(
26
)
･
(
27
)

註

(-
)参
照

(28
)

註
(22
)
五
八
五
～
五
八
六
頁

(29
)

弘
前
市
立
図
書
館
蔵
｡
尚
､
｢
日
記
｣
文
化
八
年
六
月
七
日
の
条
に
は
､

こ
の
よ
う
な
記
事
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡

(30
)

弘
前
市
立
図
書
館
蔵
｡
尚
､
｢
日
記
｣
天
保
一
一年
六
月
二
十
四
日
の
条
に

は
'
こ
の
よ
う
な
記
事
は
見
え
な
い
｡

1 2 1



(31
)

弘
前
市
立
図
書
館
蔵
｡
尚
'
｢
日
記
｣
天
保
四
年
九
月
二
十
二
日
の
条
に

は
'
こ
の
よ
う
な
記
事
は
見
え
な
い
｡

(32
)

｢
日
記
｣
天
保
六
年
四
月
十

一
日
の
条
に
見
え
な
い
｡

(33
)

｢
日
記
｣
天
保
十
四
年
四
月
十
二
日
の
条
に
見
え
な

い
｡

(34
)

註

(4
)
四

l
六
頁
'
四
八
七

･
四
八
八
頁

(-
ろ
た
き

･
じ
ゆ
う
じ
ろ
う

弘
前
学
院
大
学
講
師
)




